
     

狭
山
市
指
定
文
化
財 

堀
兼
神
社
随
身
門
お
よ
び
二
神
像
修
復
事
業
報
告
書 

     

埼
玉
県
狭
山
市
教
育
委
員
会



口絵 

  
二神像 修復後 

 

二神像 修復前



 

例 

言 
一
、
本
書
は
、
狭
山
市
指
定
文
化
財
「
堀
兼
神
社
の
随
身
門
お
よ
び
二
神
像
」

の
「
二
神
像
」
に
つ
い
て
の
修
復
事
業
の
報
告
書
で
あ
る
。
「
二
神
像
」

は
、
宗
教
法
人 

堀
兼
神
社
（
代
表
役
員
新
井
俊
邦
）
の
随
身
門
内
に
安

置
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

二
、
本
書
の
寸
法
の
単
位
は
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

三
、
二
神
像
の
修
復
は
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
に
工
房
を
構
え
る
小
塚
工
房
が
担

当
し
た
。
修
復
を
小
塚
友
彦
氏
が
中
心
に
行
い
、
文
様
・
彩
色
は
小
塚
桃

恵
氏
が
中
心
に
担
当
し
た
。 

四
、
本
書
の
編
集
は
、
狭
山
市
教
育
委
員
会
が
行
っ
た
。 

五
、
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
修
復
作
業
を
担
当
し
た
小
塚
工
房
の
小
塚
友
彦
氏

に
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
報
告
書
を
中
心
に
、
狭
山
市
教
育
委
員
会
社
会

教
育
課
文
化
財
担
当
三
ツ
木
康
介
が
一
部
加
筆
等
を
行
っ
た
。 

六
、
本
書
の
写
真
は
、
小
塚
氏
撮
影
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。 

七
、
本
書
の
図
版
は
小
塚
氏
作
成
の
も
の
以
外
は
狭
山
市
教
育
委
員
会
社
会
教

育
課
が
作
成
し
た
。 

八
、
本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
次
の
機
関
及
び
諸
氏
か
ら
御
指
導
・
御
協

力
を
い
た
だ
い
た
。 

堀
兼
神
社
（
総
代
室
岡
孝
志
）
、
狭
山
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
（
林
宏

一
、
岩
本
克
昌
）
（
敬
称
略
・
順
不
同
） 
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Ⅰ 

文
化
財
の
概
要 

 

１ 

狭
山
市
の
指
定
文
化
財 

  

狭
山
市
に
は
、
現
在
、
一
件
の
国
登
録
有
形
文
化
財
と
八
件
の
埼
玉
県
指
定

文
化
財
、
二
件
の
埼
玉
県
選
定
重
要
遺
跡
、
そ
し
て
五
〇
件
の
市
指
定
文
化
財

が
あ
る
。 

 

指
定
文
化
財
の
種
類
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
各
種
類
の
内
容
に
つ
い
て

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
指
定
文
化
財
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

  

指
定 

 

種
別 

 
 

数
量 

１ 

県 
 

有
形
文
化
財
・
工
芸
品 
一
件 

２ 

県 
 

有
形
文
化
財
・
古
文
書 

一
件 

３ 

県 
 

無
形
民
俗
文
化
財 

 

二
件 

４ 

県 
 

史
跡
・
旧
跡 

 

二
件 

５ 

県 
 

天
然
記
念
物 

 

二
件 

６ 

市 
 

有
形
文
化
財
・
建
造
物 

四
件 

７ 

市 
 
 
 
 

有
形
文
化
財
・
絵
画 

八
件 

８ 

市 
 
 
 
 

有
形
文
化
財
・
彫
刻 

八
件 

９ 

市 

有
形
文
化
財
・
工
芸
品 

五
件 

10 

市 

有
形
文
化
財
・
書
跡 

一
件 

11 

市 

有
形
文
化
財
・
古
文
書 

一
件 

12 

市 

無
形
文
化
財 

 

一
件 

13 

市 

無
形
民
俗
文
化
財 

 

八
件 

14 

市 
 
 

有
形
民
俗
文
化
財 

 
 
 
 

三
件 

15 

市 

史
跡 

 
 

九
件 

16 

市 

天
然
記
念
物 

 

一
件 

17 

市 

考
古
資
料 

 

一
件 

18 

国
登
録 

有
形
文
化
財
・
建
造
物 

一
件 

19 

県
選
定 

重
要
遺
跡 

 

三
件 

  

２ 

堀
兼
神
社
随
身
門
お
よ
び
二
神
像
の
指
定 

  

昭
和
五
十
七
年
か
ら
五
十
八
年
に
か
け
て
、
市
内
の
悉
皆
調
査
を
市
文
化
財

保
護
審
議
会
が
中
心
と
な
り
行
っ
た
。
こ
の
調
査
に
よ
り
、
社
寺
が
所
有
す
る

建
造
物
や
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
等
が
調
査
さ
れ
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
と
深
い

か
か
わ
り
を
持
つ
文
化
財
が
数
多
く
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
昭

和
五
十
九
年
三
月
に
「
狭
山
市
の
社
寺
誌
」
と
し
て
ま
と
め
、
刊
行
し
た
。
堀
兼
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神
社
随
身
門
お
よ
び
二
神
像
も
当
時
に
調
査
さ
れ
、
そ
の
後
、
市
内
唯
一
の
随

身
門
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
市
に
と
っ
て
重
要
な
文
化
財
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
一
日
付
で
市
指
定
文
化
財
・
建
造
物
に
指
定

さ
れ
た
。 

 

種
別 

 
有
形
文
化
財
（
建
造
物
） 

指
定
年
月
日 

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
一
日 

指
定
名
称  

随
身
門
お
よ
び
二
神
像 

員
数 

 

一
棟 

所
在
地 

 

狭
山
市
大
字
堀
兼
二
二
二
一 

所
有
者 

 

宗
教
法
人
堀
兼
神
社
（
代
表
役
員 

新
井
俊
邦
） 

 

３ 

形
状
と
構
造 

 

㈠ 

二
神
像 

【
形
態
】 

 

左
大
臣
が
阿
形
を
と
る
老
随
身
で
、
矢
大
臣
が
吽
形
を
と
る
壮
年
随
身
で

あ
る
。
と
も
に
椅
子
に
座
っ
て
い
る
半
跏
趺
坐
座
で
あ
る
。 

 

装
束
は
武
官
束
帯
。
冠
を
か
ぶ
り
、
お
い
か
け
を
付
け
、
左
大
臣
が
人
中
お

よ
び
顎
に
髭
を
蓄
え
、
矢
大
臣
が
人
中
に
髭
を
蓄
え
て
い
る
。
上
衣
は
闕
腋

袍
、
袴
を
付
け
、
沓
を
履
き
、
左
手
に
弓
、
右
手
に
箭
を
執
り
、
背
に
靭
を
負

っ
て
い
る
。 

 

修
復
す
る
に
あ
た
り
、
彩
色
や
文
様
、
顔
な
ど
が
左
大
臣
と
矢
大
臣
で
逆

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
た
め
、
修
復
に
あ
た
り
正
し
い
表
現
に
な

る
よ
う
に
修
正
し
た
。 

【
彩
色
・
文
様
】 

左
大
臣
の
袍
は
青
を
主
体
と
し
、
円
に
黄
土
色
で
鳳
凰
と
思
わ
れ
る
文
様

が
胸
、
両
肩
、
両
袖
に
配
さ
れ
、
そ
の
周
り
を
唐
草
紋
が
配
さ
れ
て
い
た
。 

矢
大
臣
の
袍
は
赤
を
主
体
と
し
、
円
に
黄
土
色
で
龍
と
思
わ
れ
る
文
様
が

胸
、
両
肩
、
両
袖
に
配
さ
れ
、
そ
の
周
り
を
雲
文
様
が
配
さ
れ
て
い
た
。
袖
口

は
左
大
臣
が
桃
色
、
矢
大
臣
が
青
に
塗
ら
れ
て
い
た
。 

 

袴
は
左
大
臣
が
白
地
に
金
の
市
松
模
様
、
矢
大
臣
が
金
地
に
黒
の
市
松
模

様
を
配
し
て
い
た
。 

修
復
す
る
に
あ
た
り
、
全
体
的
に
文
様
が
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て

取
れ
る
こ
と
や
、
二
神
像
が
彩
色
さ
れ
た
当
初
の
文
様
の
記
録
等
が
な
い
こ

と
か
ら
、
所
有
者
や
文
化
財
保
護
審
議
委
員
と
協
議
し
、
修
復
後
の
文
様
は

精
緻
な
も
の
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
袴
の
文
様
に
つ
い
て
も
両
大

臣
と
も
に
白
地
に
金
の
市
松
模
様
に
変
更
し
た
。 

【
材
質
構
造
】 

 

赤
松
材
の
一
木
造
り
で
、
内
刳
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
二
像
と
も
彩
色
が

施
さ
れ
た
彩
色
像
で
あ
る
。 

 
持
物
や
ダ
ボ
に
は
別
材
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
老
懸
に
は
桐
材
、
矢
筒
に

は
杉
材
、
平
ダ
ボ
に
は
樫
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 
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㈡
台
座 

【
形
状
】 

 
框
、
椅
子
を
配
置
し
て
い
る
。 

【
彩
色
・
文
様
】 

 

框
座
は
特
に
文
字
や
文
様
は
な
く
、
上
半
分
が
赤
に
塗
ら
れ
、
下
半
分
が

黒
に
塗
ら
れ
て
い
る
。 

 

椅
子
は
虎
皮
を
簡
易
化
し
た
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
虎
皮
の
表
現
方

法
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。 

 

修
復
後
は
、
簡
易
的
だ
っ
た
虎
皮
の
表
現
を
精
緻
に
し
た
。 

【
品
質
構
造
】 

 

框
座
、
椅
子
と
も
に
四
方
組
み
寄
せ
。 
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４ 
法
量 

（
単
位
は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

【
左
大
臣
本
体
】 

総
高
・
・
・
・
・
・
・
１
６
７
５ 

像
高
・
・
・
・
・
・
・
１
２
５
８ 

髪
際
高
・
・
・
・
・
・
１
０
９
７ 

頂
上
顎
・
・
・
・
・
・
３
９
０ 

髪
際
顎
・
・
・
・
・
・
２
３
０ 

耳
張
り
・
・
・
・
・
・
１
７
１ 

面
張
り
・
・
・
・
・
・
１
３
４ 

面
奥
・
・
・
・
・
・
・
１
７
９ 

肩
張
り
・
・
・
・
・
・
３
８
４ 

肘
張
り
・
・
・
・
・
・
１
２
８
０ 

胸
奥
・
・
・
・
・
・
・
１
８
４ 

腹
奥
・
・
・
・
・
・
・
２
１
５ 

裾
奥
・
・
・
・
・
・
・
５
５
６ 

裾
張
り
・
・
・
・
・
・
６
６
５ 

足
先
開
き 

内
側
・
・
１
１
０ 

足
先
開
き 

外
側
・
・
１
７
４ 

      

【
左
大
臣
椅
子
】 

高
さ
・
・
・
・
・
・
・
４
８
６ 

幅
・
・
・
・
・
・
・
・
８
９
５ 

奥
・
・
・
・
・
・
・
・
７
１
０ 

【
左
大
臣
框
座
】 

高
さ
・
・
・
・
・
・
・
２
３
０ 

幅
・
・
・
・
・
・
・
・
８
９
０ 

奥
・
・
・
・
・
・
・
・
７
１
２ 

         

      

【
矢
大
臣
本
体
】 

総
高
・
・
・
・
・
・
・
１
６
９
０ 

像
高
・
・
・
・
・
・
・
１
２
９
０ 

髪
際
高
・
・
・
・
・
・
１
０
７
３ 

頂
上
顎
・
・
・
・
・
・
３
６
０ 

髪
際
顎
・
・
・
・
・
・
１
９
８ 

耳
張
り
・
・
・
・
・
・
１
６
９ 

面
張
り
・
・
・
・
・
・
１
３
６ 

面
奥
・
・
・
・
・
・
・
１
５
７ 

肩
張
り
・
・
・
・
・
・
３
５
５ 

肘
張
り
・
・
・
・
・
・
１
３
２
０ 

胸
奥
・
・
・
・
・
・
・
１
７
５ 

腹
奥
・
・
・
・
・
・
・
２
０
２ 

裾
奥
・
・
・
・
・
・
・
５
２
０ 

裾
張
り
・
・
・
・
・
・
７
５
４ 

足
先
開
き 

内
側
・
・
２
１
０ 

足
先
開
き 

外
側
・
・
３
０
５ 

      

【
矢
大
臣
椅
子
】 

高
さ
・
・
・
・
・
・
・
４
９
０ 

幅
・
・
・
・
・
・
・
・
９
１
１ 

奥
・
・
・
・
・
・
・
・
６
９
２ 

【
矢
大
臣
框
座
】 

高
さ
・
・
・
・
・
・
・
２
３
０ 

幅
・
・
・
・
・
・
・
・
９
１
３ 

奥
・
・
・
・
・
・
・
・
６
９
６ 
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Ⅱ 

堀
兼
神
社
の
沿
革 

  

市
指
定
文
化
財
「
随
身
門
お
よ
び
二
神
像
」
が
あ
る
堀
兼
神
社
は
、
市
の
南
東

部
に
位
置
し
、
大
字
堀
兼
二
二
二
一
に
所
在
す
る
。 

 

堀
兼
地
区
は
江
戸
時
代
の
三
富
新
田
開
発
に
伴
い
開
村
し
た
堀
兼
村
か
ら
人

が
生
活
し
始
め
た
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
原
野
で
特
に
開
発
は
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
質
や
水
脈
の
関
係
か
ら
水
を
得
る
の
が
難
し
く
、

井
戸
を
掘
削
す
る
の
に
も
「
掘
り
難
い
」
こ
と
か
ら
「
堀
兼
」
の
地
名
が
付
け
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
堀
兼
の
地
名
は
平
安
前
期
女
流
歌
人
で
あ
る
伊
勢

に
よ
り
「
井
は
掘
兼
の
井 

走
井
は
逢
坂
な
る
が
を
か
し
き 

山
の
井 

さ
し

も
浅
き
た
め
し
に
な
り
は
じ
め
け
ん
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。 

 

堀
兼
神
社
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
三
富
新
田
開
発
を
進
め
て
い
た
川

越
藩
主
松
平
伊
豆
守
信
綱
が
家
臣
長
谷
川
源
左
衛
門
尉
遂
能
に
命
じ
社
殿
を
建

立
し
た
こ
と
が
棟
札
の
石
碑
に
残
さ
れ
て
い
る
。
境
内
に
は
県
の
旧
跡
と
し
て

指
定
さ
れ
て
い
る
堀
兼
之
井
も
所
在
し
、
神
社
の
前
面
道
路
は
東
山
道
武
蔵
路

の
枝
道
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

  

  

 

                      

図１ 堀兼神社位置図 
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Ⅲ 

修
復
に
至
る
経
緯 

  

堀
兼
神
社
の
随
身
門
お
よ
び
二
神
像
は
、
市
内
で
唯
一
の
随
身
門
と
二
神
像

で
あ
り
、
ま
た
、
堀
兼
神
社
自
体
が
前
述
の
通
り
、
江
戸
時
代
の
三
富
新
田
開
発

の
流
れ
で
開
村
し
た
堀
兼
村
に
領
主
で
あ
っ
た
松
平
伊
豆
守
信
綱
が
部
下
に
命

じ
て
建
立
し
た
神
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
史
に
と
っ
て
重
要
な
文
化
財
で

あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
一
日
に
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。 

 

令
和
三
年 

 

二
神
像
の
修
復
前
に
随
身
門
の
屋
根
の
銅
版
が
林
立
し
て
い
る
樹
木
か
ら
の

落
下
物
等
に
よ
り
破
損
し
、
屋
根
内
部
に
雨
水
等
が
入
り
込
み
腐
食
し
て
い
た

た
め
、
屋
根
の
修
繕
を
実
施
し
た
。
屋
根
の
修
繕
に
伴
い
、
二
神
像
の
状
態
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
持
物
の
一
部
が
破
損
や
、
腕
の
一
部
が
接
合
部
か
ら
の
落
下
、

塗
布
さ
れ
て
い
る
彩
色
の
ひ
び
割
れ
や
剥
落
が
確
認
さ
れ
た
。 

 

屋
根
の
修
繕
後
に
二
神
像
の
修
復
も
行
い
、
市
の
補
助
金
も
活
用
し
た
い
と

氏
子
会
か
ら
相
談
が
あ
り
、
市
役
所
内
部
に
て
予
算
の
調
整
等
を
行
い
令
和
四

年
度
に
剥
離
が
進
ん
で
い
る
箇
所
を
補
修
す
る
現
状
維
持
修
復
を
実
施
す
る
方

向
で
事
業
化
を
行
っ
た
。 

 

令
和
四
年
五
月 

 

現
状
維
持
修
復
と
い
う
内
容
で
入
札
を
実
施
す
る
た
め
、
四
社
に
関
連
書
類

を
送
付
し
た
が
、
四
社
す
べ
て
か
ら
辞
退
の
連
絡
が
あ
る
。 

令
和
四
年
六
月 

 

市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
二
名
に
経
緯
等
を
相
談
し
、
「
現
状
の
二
神
像
の

状
態
で
は
現
状
維
持
修
復
は
難
し
く
、
彩
色
を
除
去
し
像
の
修
復
を
行
っ
て
か

ら
、
文
様
や
彩
色
を
施
し
た
方
が
良
く
、
ま
た
期
間
も
一
年
で
は
難
し
い
」
と
の

助
言
を
い
た
だ
く
。 

 

こ
れ
を
受
け
、
堀
兼
神
社
の
氏
子
会
三
役
と
協
議
し
た
結
果
、
一
年
目
は
現

在
の
彩
色
の
除
去
と
像
の
修
復
、
二
年
目
に
文
様
や
彩
色
を
施
す
工
程
に
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
、
計
画
の
変
更
を
行
う
。 

令
和
四
年
八
月 

 

二
神
像
の
修
復
に
つ
い
て
の
入
札
を
行
う
。
入
札
の
結
果
、
小
塚
工
房
が
修

復
作
業
を
受
け
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。 

令
和
四
年
九
月 

 

現
状
変
更
届
等
の
書
類
の
提
出
後
、
二
神
像
は
小
塚
工
房
に
運
搬
さ
れ
る
。 

 

二
神
像
の
彩
色
除
去
お
よ
び
像
の
修
復
作
業
が
開
始
さ
れ
る
。 

令
和
四
年
十
月 

 

小
塚
工
房
か
ら
想
定
以
上
の
像
の
破
損
等
の
報
告
が
あ
り
、
追
加
作
業
が
必

要
と
報
告
が
さ
れ
る
。
追
加
作
業
内
容
に
つ
い
て
、
氏
子
会
や
文
化
財
保
護
審

議
委
員
に
確
認
し
、
追
加
作
業
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。 

令
和
五
年
二
月 

 

修
復
の
途
中
経
過
と
像
の
現
状
報
告
が
堀
兼
神
社
社
務
所
で
行
わ
れ
た
。
出
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席
者
は
、
小
塚
工
房
、
氏
子
会
三
役
、
文
化
財
保
護
審
議
委
員
、
市
職
員
の
計
六

名
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
質
疑
が
あ
っ
た
が
、
修
復
内
容
は
お
お
む
ね
問
題

な
く
、
承
認
さ
れ
た
。 

令
和
五
年
三
月 

 

令
和
四
年
度
の
修
復
の
大
部
分
は
終
了
し
、
追
加
作
業
を
含
め
一
部
の
修
復

は
翌
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
。 

令
和
五
年
四
月 

 

追
加
作
業
を
含
め
、
引
き
続
き
修
復
作
業
を
小
塚
工
房
で
行
う
。 

令
和
五
年
六
月 

 

狭
山
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
二
名
と
社
会
教
育
課
職
員
で
修
復
作
業
に
つ

い
て
の
視
察
を
小
塚
工
房
で
行
う
。 

令
和
五
年
八
月 

 

堀
兼
神
社
随
神
門
に
て
、
退
色
実
験
用
に
板
を
設
置
し
、
経
過
観
察
を
行
う
。 

令
和
五
年
十
月 

 

二
神
像
の
採
色
案
を
小
塚
工
房
よ
り
提
示
さ
れ
、
神
社
、
市
で
内
容
を
確
認

し
図
柄
等
を
決
定
す
る
。 

令
和
五
年
十
二
月 

 

二
神
像
の
構
造
や
材
の
状
況
か
ら
当
初
想
定
し
て
い
た
作
業
内
容
か
ら
追
加

工
程
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
今
年
度
中
で
の
修
復
完
了
が
困
難
と
な
っ
た
た
め

神
社
、
小
塚
工
房
、
市
で
協
議
を
行
い
、
令
和
六
年
九
月
末
ま
で
修
復
期
間
を
延

長
す
る
。 

令
和
六
年
三
月 

 

令
和
五
年
度
の
修
復
が
終
了
し
た
。 

令
和
六
年
四
月 

 

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
細
か
い
修
復
部
分
と
再
彩
色
の
作
業
に
つ
い
て
、
引

き
続
き
小
塚
工
房
で
行
う
。 

令
和
六
年
八
月 

 

狭
山
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
二
名
と
社
会
教
育
課
職
員
で
彩
色
作
業
に
つ

い
て
の
視
察
を
小
塚
工
房
で
行
い
、
細
か
い
採
色
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
。 

令
和
六
年
九
月
二
十
八
日 

 

修
復
等
が
終
了
し
た
二
神
像
を
随
神
門
内
に
安
置
す
る
。 
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Ⅳ 

修
復
等
報
告 

 

１ 

損
傷
状
態 

 

【
本
体
・
彩
色
時
】 

・
全
体
に
汚
れ
・
埃
が
付
着
し
て
い
た
。 

・
左
大
臣
の
左
目
玉
眼
が
割
れ
て
い
た
。 

・
左
大
臣
の
弓
の
弦
が
消
失
し
て
い
た
。 

・
左
大
臣
の
左
手
が
脱
落
し
て
い
た
。 

・
矢
大
臣
の
左
右
両
手
が
脱
落
し
て
い
た
。 

・
左
大
臣
と
矢
大
臣
の
頭
部
が
逆
で
あ
っ
た
。 

・
素
地
か
ら
胡
粉
下
地
が
剥
離
・
剥
落
し
て
い
た
。 

・
左
大
臣
と
矢
大
臣
の
彩
色
等
が
逆
に
な
っ
て
い
た
。 

 

【
本
体
・
彩
色
除
去
後
】 

・
左
右
両
大
臣
と
も
に
、
芯
持
の
部
材
を
内
刳
り
無
し
で
使
用
し
て
い
る
た
め
、

大
小
無
数
の
ひ
び
割
れ
が
あ
っ
た
。 

・
左
右
両
大
臣
と
も
に
、
虫
食
い
の
穴
が
多
数
見
つ
か
っ
た
。 

・
左
右
両
大
臣
と
も
に
、
頭
部
右
側
に
焦
げ
跡
が
見
つ
か
っ
た
。 

・
左
大
臣
の
頭
部
の
一
部
に
樹
液
の
染
み
出
し
が
あ
り
、
木
地
内
部
よ
り
彩
色

層
を
突
き
抜
け
浸
出
し
て
い
た
。 

・
左
大
臣
の
後
裾
の
裏
側
下
部
に
漆
、
上
部
に
墨
の
よ
う
な
も
の
を
試
し
塗
り

し
た
形
跡
が
あ
っ
た
。 

・
左
大
臣
の
玉
眼
周
り
の
損
傷
が
激
し
く
、
裏
か
ら
木
を
当
て
た
後
、
木
屎
を
充

填
し
て
い
た
。 

・
玉
眼
の
曲
面
が
彫
り
の
形
状
と
合
っ
て
お
ら
ず
、
隙
間
が
生
じ
て
い
た
。 

・
和
釘
・
洋
釘
・
鎹
な
ど
が
一
体
あ
た
り
約
二
百
本
使
用
さ
れ
、
重
量
の
あ
る
部

材
を
繋
ぎ
止
め
て
い
た
。 

・
矢
大
臣
の
玉
眼
が
両
目
と
も
に
割
れ
て
い
た
。 

 

【
持
物
】 

・
全
体
に
汚
れ
・
埃
が
付
着
し
て
い
た
。 

・
左
大
臣
、
矢
大
臣
と
も
に
弓
の
弦
が
切
れ
て
い
た
。 

・
矢
羽
根
や
小
刀
の
彩
色
が
剥
離
・
剥
落
し
て
い
た
。 

 

【
台
座
】 

・
全
体
に
汚
れ
・
埃
が
付
着
し
て
い
た
。 

・
彩
色
の
一
部
が
剥
離
・
剥
落
し
て
い
た
。 
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２ 

修
復
お
よ
び
彩
色
内
容 

 

㈠ 

修
理
方
針 

 

本
像
は
台
座
裏
側
に
墨
書
き
さ
れ
て
い
た
修
復
履
歴
を
見
る
に
、
江
戸
時

代
後
期
以
前
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

修
復
前
に
表
面
を
覆
っ
て
い
た
の
は
、
平
成
八
年
三
月
に
修
理
さ
れ
た
近

代
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
墨
書
き
さ
れ
た
塗
り
替
え
履
歴
は
、
万
延
元
年
庚
申
（
一
八
六
〇
）
、

明
治
四
十
壱
年
（
一
九
〇
八
）
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
（
一
九
六
九
）
、
平
成

八
年
三
月
（
一
九
九
六
）
の
四
回
で
あ
る
。 

 

前
回
の
彩
色
の
剥
離
・
剥
落
が
ひ
ど
く
、
ま
た
、
本
体
が
丸
太
材
を
寄
せ
て

作
ら
れ
て
い
る
た
め
、
部
材
の
割
れ
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
彩
色
の
剥
離
・
剥

落
は
風
化
だ
け
で
な
く
、
部
材
の
割
れ
も
要
因
と
し
て
大
き
い
こ
と
か
ら
、
本

体
の
割
れ
の
修
復
し
、
再
度
彩
色
を
施
す
方
針
で
進
め
た
。 

 

ま
た
、
彩
色
・
文
様
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
修
復
が
前
々
回
の
修
復
の
写
真

と
違
う
こ
と
か
ら
、
造
立
当
初
の
彩
色
・
文
様
は
不
明
で
、
現
在
の
彩
色
・
文

様
は
後
年
か
ら
の
後
付
け
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
、
今
回
の
彩
色
・

文
様
は
、
堀
兼
神
社
の
建
立
背
景
を
鑑
み
、
彩
色
は
川
越
市
に
現
存
す
る
江
戸

時
代
の
随
身
像
を
参
考
に
し
、
文
様
は
簡
素
化
さ
れ
て
い
た
龍
や
鳳
凰
、
唐

草
、
雲
、
ま
た
台
座
の
虎
皮
な
ど
の
文
様
彩
色
を
明
確
化
し
て
い
く
方
針
で
進

め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

㈡ 

施
行
内
容 

（
令
和
四
年
度
） 

一 

全
体
の
汚
れ
・
埃
を
掃
除
し
た
。 

二 

本
体
、
台
座
と
も
に
、
現
状
の
彩
色
層
を
除
去
し
た
。 

三 

本
体
の
各
部
材
を
い
っ
た
ん
す
べ
て
解
体
し
、
鉄
釘
や
鉄
鎹
を
除
去

し
た
。 

四 

解
体
し
た
各
部
材
を
再
度
清
掃
し
た
。 

五 

欠
け
や
割
れ
、
釘
穴
、
大
き
目
の
虫
食
い
等
を
檜
材
で
埋
め
た
。 

六 

部
材
の
深
く
ま
で
虫
に
食
わ
れ
て
い
る
部
分
や
、
ひ
び
割
れ
の
奥
に

は
パ
ラ
ロ
イ
ド
Ｂ
７
２
を
注
入
し
材
質
を
強
化
し
た
。
パ
ラ
ロ
イ
ド

Ｂ
７
２
は
虫
食
い
穴
や
ひ
び
の
奥
に
浸
透
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

当
初
は
５
％
の
濃
度
か
ら
使
用
し
、
徐
々
に
濃
度
を
上
げ
、
最
終
的
に

は
最
高
２
０
％
の
溶
剤
を
注
入
し
た
。
な
お
、
溶
剤
が
は
み
出
し
た
部

分
に
つ
い
て
は
ア
セ
ト
ン
で
除
去
し
た
。 

七 

細
や
か
な
欠
け
、
ひ
び
割
れ
等
を
木
屎
漆
で
充
填
し
た
。 

八 

必
要
に
応
じ
て
虫
蝕
孔
を
木
屎
漆
で
補
充
・
整
形
し
た
。 

 

（
令
和
五
年
度
） 

一 

左
大
臣
、
矢
大
臣
の
玉
眼
部
の
修
復
を
行
っ
た
。
玉
眼
は
ガ
ラ
ス
製
か

ら
水
晶
製
（
加
工
：
山
梨
県
甲
斐
市
）
に
置
換
し
た
。 

二 

玉
眼
の
取
り
付
け
及
び
裏
側
か
ら
の
開
眼
を
行
な
っ
た
。 

三 

各
部
材
の
接
合
を
平
ホ
ゾ
と
酢
酸
ビ
ニ
ル
樹
脂
で
圧
着
す
る
。
強
度

が
不
十
分
な
場
合
は
竹
釘
や
木
ネ
ジ
を
使
用
す
る
。
膝
先
の
接
合
に
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平
ホ
ゾ
が
無
か
っ
た
た
め
、
新
た
な
平
ホ
ゾ
を
作
成
し
た
。 

四 

首
の
接
合
は
首
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
差
首
の
部
分
に
木
材
を
張
り
調

整
す
る
。
手
首
、
老
懸
、
矢
筒
等
の
後
付
け
の
部
材
に
竹
製
の
ダ
ボ
を

仕
込
ん
だ
。 

五 

各
部
材
組
み
立
て
後
、
剝
ぎ
目
に
木
屎
漆
を
充
填
し
た
。 

六 

剥
ぎ
目
及
び
檜
材
で
埋
め
た
ひ
び
割
れ
の
表
面
に
糊
漆
で
布
張
り
を

施
し
た
。 

七 

彩
色
に
あ
た
り
、
像
の
安
置
場
所
で
の
胡
粉
下
地
の
強
度
実
験
を
行

っ
た
。 

八 

文
化
財
保
護
審
議
委
員
の
助
言
に
伴
い
笄
の
新
調
を
行
っ
た
。 

九 

文
様
・
彩
色
の
素
案
を
作
成
し
、
堀
兼
神
社
氏
子
三
役
や
文
化
財
保
護

審
議
委
員
に
確
認
し
、
文
様
・
彩
色
を
決
め
た
。 

 
 

十 

上
衣
布
の
文
様
は
元
々
施
さ
れ
て
い
た
龍
、
鳳
凰
、
唐
草
、
雲
を
施
し

た
。
前
回
の
文
様
が
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
た
め
、
日
本

文
様
類
集
な
ど
を
参
考
に
描
い
た
。 

 
 

 
 

 

袴
は
左
大
臣
が
白
金
の
市
松
模
様
、
矢
大
臣
が
黒
金
の
市
松
模
様

に
な
っ
て
い
た
が
、
近
隣
の
二
神
像
を
参
考
に
両
大
臣
と
も
に
白
金

の
市
松
模
様
に
統
一
し
た
。 

 
 

 
 

 

彩
色
は
基
本
現
在
の
彩
色
を
基
に
し
た
が
、
矢
大
臣
の
上
衣
は
青

藍
色
だ
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
歴
史
的
背
景
か
ら
濃
浅
葱
色
に
変
更

し
た
。 

十
一 

胡
粉
下
地
を
像
全
体
に
施
し
、
文
様
・
彩
色
を
施
し
た
。 

 

十
二 

台
座
の
文
様
も
虎
皮
を
簡
素
化
し
て
描
か
れ
て
い
た
が
、
明
確
化
し
て

描
き
な
お
し
た
。 

（
令
和
六
年
度
） 

一 

令
和
五
年
度
に
引
き
続
き
、
像
お
よ
び
台
座
の
文
様
・
彩
色
を
施
し
た
。 

二 

持
物
等
の
修
復
、
彩
色
を
行
っ
た
。 

三 

袖
の
糸
結
び
の
表
現
に
つ
い
て
、
修
正
し
た
。 

四 

修
復
及
び
彩
色
が
終
了
し
、
堀
兼
神
社
に
納
品
し
た
。 
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Ⅴ 

修
復
後
記 

 

堀
兼
神
社
二
神
像
の
修
復
を
小
塚
工
房
が
請
け
負
う
こ
と
に
な
り
、 

丸
二

年
か
け
て
修
復
作
業
を
完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
初
の
予
定
よ
り
一

年
工
期
を
延
長
し
て
い
た
だ
い
た
訳
で
す
が
、
そ
れ
に
は
想
定
外
の
御
像
の
構

造
が
大
き
な
要
因
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
堀
兼
神
社
二
神
像
の
特
殊
な

造
像
方
法
に
あ
り
ま
す
。
通
常
、
等
身
以
上
の
木
彫
像
で
あ
れ
ば
寄
木
技
法
を

駆
使
し
な
が
ら
、
胴
体
を
中
心
に
量
感
を
伴
う
部
材
に
つ
い
て
は
内
刳
り
を
施

す
の
が
常
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
堀
兼
神
社
の
二
神
像
の
場
合
、
各
部

材
が
丸
太
を
削
り
出
し
た
も
の
で
構
成
さ
れ
、
尚
且
つ
一
番
大
き
な
胴
体
で
さ

え
内
刳
り
は
全
く
施
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
唯
一
、
内
刳
り
の
あ
る
部
材

は
頭
部
の
面
側
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
も
玉
眼
を
嵌
め
込
む
た
め
の
造
作
で
し 

た
。
こ
の
構
造
に
は
正
直
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。 

木
彫
像
が
内
刳
り
を
施
す
理
由
は
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
持
ち
運

び
を
容
易
に
す
る
事
で
す
。
仏
像
、
神
像
が
火
事
に
よ
り
焼
失
す
る
事
を
防
げ

ま
す
し
、
軽
く
す
る
事
で
取
り
回
し
が
容
易
に
な
り
、
移
動
や
、
修
復
の
際
に

も
便
利
で
す
。
二
つ
目
は
木
の
収
縮
効
果
を
緩
慢
に
す
る
事
で
す
。
木
材
は
伐

採
し
製
材
し
た
後
も
呼
吸
し
続
け
ま
す
。
完
全
に
乾
燥
し
た
材
で
も
湿
気
で
膨

ら
み
ま
す
し
、
捻
れ
た
り
も
し
ま
す
。
ま
た
丸
太
の
状
態
で
あ
れ
ば
必
ず
何
処

か
に
割
れ
が
生
じ
ま
す
。
そ
し
て
木
地
が
動
け
ば
そ
の
上
に
施
し
た
下
地
や
彩

色
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
木
の
制
御
し
き
れ

な
い
特
性
を
如
何
に
小
さ
く
止
ど
め
る
か
が
今
回
の
修
復
の
肝
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
（
詳
し
く
は
修
復
工
程
を
参
照
）
。 

今
回
、
二
神
像
の
全
解
体
と
い
う
工
程
を
設
け
る
事
で
、
御
像
の
構
造
を
完

全
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
御
像
の
持
つ
特
性
が
明
確

に
な
っ
た
こ
と
で
、
今
後
の
課
題
も
見
え
易
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
二
神
像

を
後
世
に
継
承
し
て
い
く
、
こ
れ
は
容
易
な
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
貴

重
な
文
化
財
を
守
り
伝
え
て
い
く
の
は
現
代
を
生
き
る
私
達
の
責
務
で
あ
る
と

信
じ
て
い
ま
す
。
今
回
の
修
復
記
録
が
後
世
の
一
助
に
な
れ
ば
、
こ
れ
以
上
に

嬉
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

最
後
に
、
二
神
像
修
復
事
業
に
際
し
小
塚
工
房
に
お
声
が
け
頂
い
た
狭
山
市

文
化
財
担
当
前
任
の
石
塚
主
任
。
親
切
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
い
た
後
任
の

三
ツ
木
主
査
、
文
化
財
修
復
に
関
し
て
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
狭
山
市
文
化
財

保
護
審
議
委
員
の
林
委
員
、
岩
本
委
員
、
総
代
と
し
て
大
変
な
お
役
目
を
果
た

し
て
下
さ
っ
た
室
岡
氏
、
携
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
全
て
の
皆
様
に
改
め
て
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。
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別表 使用した消耗品等一覧 

 

修復に使用した部材や溶剤 

消耗品 品名 用途 備考 

酢酸ビニル液 コニシボンド木工用 部材の圧着  

木ねじ ステンレスコースレッド 部材接合の補強  

アクリル系樹脂 パラロイド B72 木質強化  

漆  欠け・割れ・穴の充填  

布 寒冷紗 欠け・割れ・穴の充填  

水晶  玉眼  

 

彩色に使用した溶剤 

消耗品 品名 用途 備考 

膠 粉末膠 胡粉に用いる接着剤  

顔料 胡粉 彩色下地 二神像・台座 

膠 播州粒膠 水干絵具に用いる接着剤  

顔料 ナカガワ水干絵具 彩色 二神像・台座 

アクリル絵具 リキテックス 金彩色 二神像・台座 

合成樹脂塗料 カシュ― 彩色 二神像・台座 

油性合成塗料 下地 2号 カシュ―下地 二神像・台座 

 

 



 

      
 
 
 
 

図
版 

 



 

１ 

修
復
後 

左
大
臣
（
正
面
） 

                      

２ 

修
復
後 

左
大
臣
（
背
面
） 

                      



 

３ 

修
復
後 

矢
大
臣
（
正
面
） 

                      

４ 

修
復
後 

矢
大
臣
（
背
面
） 



 

５ 

修
復
前
（
全
面
） 

 

６ 

修
復
前
（
背
面
） 

 

７ 

埃
落
と
し 

 

８ 

彩
色
除
去 

 
 

表面に付着している埃を刷毛や

筆などで除去した。 

左大臣、矢大臣ともに彩色層の剥離が

みられた。 

また、左大臣の弓の弦が消失してい

た。 

背面の彩色層の剥離は左大臣が顕

著にみられた。 

現存している彩色層を剥離部の隙間に

ヘラを差し込みながら除去した。固着

している彩色層は湿らせた和紙をあて

ふやかしながら除去した。 



 

９ 

彩
色
除
去
後
左
大
臣
（
顔
） 

 

１
０ 

彩
色
除
去
後
矢
大
臣
（
顔
） 

 

１
１ 

左
大
臣
（
顔
）
破
損
状
況 

 

 

 

左大臣（顔）の左側面に焦げ跡が見つ

かる。所々に虫食いの痕が見つかる。 

また、左目玉眼の割れ、右目の瞼に以

前の修復痕を見つけた。 



 

１
２ 

矢
大
臣
（
顔
）
破
損
状
況 

 

１
３ 

両
大
臣
の
接
合
釘
の
除
去 

 
 

１
４ 

左
大
臣
解
体
状
況 

 

１
５ 

矢
大
臣
解
体
状
況 

 

矢大臣（顔）の左側面に焦げ跡が見つ

かり、所々に虫食いの痕が見つかっ

た。 

両大臣の接合部に和釘、洋釘、鉄鎹で

継がれていたので、解体するため全

て除去した。 

部材のひび割れや虫食いの痕が

所々で見つかった。 

部材のひび割れや虫食いの痕が

所々で見つかった。 



 

１
６ 

破
損
状
況
１ 

 

 

 

 

 

 

芯持ちの丸太材を寄せて作られて

いるため、大小含め無数のひび割れ

が多数見つかった。 



 

１
７ 

破
損
状
況
２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虫食いの穴が多数見つかる。

ただし、虫自体は特に見つか

らなかった。 

一部の部材に樹液の染み出しあり、

木地内部より彩色層を突き抜け浸

出していた。 

左大臣の後裾の裏面下部に漆、上部

に墨のようなものを試し塗りした

形跡を見つけた。 

矢大臣の玉眼が両目とも割れてい

た。なお、玉眼はガラス製だった。 



 

１
８ 

台
座
の
彩
色
除
去 

 

１
９ 

左
大
臣
台
座
裏
側
の
墨
書
き 

 

２
０ 

各
部
材
の
修
復
状
況 

 

 

 

 

 

 

現存している彩色層を剥離部の隙

間にヘラを差し込みながら除去し

た。 

両像の塗替履歴が記載されてい

た。 

大き目の欠け、割れ、釘穴、虫食い

穴等を檜材で補完した。 

細かい虫食い穴やひび割れにはア

クリル樹脂（パラロイド B72）を注

入し、材質を強化した。 

細やかな欠け、ひび割れ等を木屎漆（生漆と小麦粉と木粉を混ぜたもの）で充填し

た。 



 

２
１ 

組
立
状
況 

 

 

 
 

 

 

 

 

元々の組み立ては平ホゾと釘、鉄

鎹のみで接合されていた。 

膝先の部分は釘と鉄鎹のみでの接

合で強度が不十分だったため、新

たに平ホゾを仕込んだ。 

胴体は左右二分割の構造で、谷間

を埋める部材が補完され、その上

から押さえの帯の部材がされてい

た。 

手首や老懸、矢筒などの後付けの

部材には竹製のダボを仕込んだ。 



 

２
２ 

修
復
後
（
左
大
臣
） 

 

２
３ 

修
復
後
（
矢
大
臣
） 

 

２
４ 

追
加
作
業
等 

 

像の割れがひどい場所には接木をし、比較的割れが浅い場所は木屎漆を充填し

た。また、虫食いにはアクリル樹脂（パラロイド B72）を注入し強化した。 

この時点で、間違って設置されていた矢大臣、左大臣の頭を挿げ替えた。 

本像は現在では避けられる芯持ちの部材を組み合わせて制作されており、また内

刳りの ない一木造りであった。そのため彩色層に影響が出やすい事などを鑑みて

当初の修繕仕様 の他、頭部含め全身を解体、木材を傷める鉄釘などの除去、部材の

接合に使用するダボの 新調、各部材の組み立て、パラロイド b72 を使用した木質

強化、玉眼の交換、糊漆で布張りを施すなどの追加作業を行った。そのため当初予

定していた修復期間が 7ヶ月程度延びた。 



 

２
５ 

下
地
作
り 

                      

２
６ 

文
様
の
検
討 

左
大
臣
（
鳳
凰
と
唐
草
紋
） 

                     

左大臣の鳳凰と唐草紋について、修復前（写真上）は簡素に描かれていたが、修復

後（写真下）は緻密な図案に書き換えた。 

彩色の下地は木地にドーサを塗った後に胡粉に膠を混ぜた胡粉下地を施した。

胡粉を制作する際に胡粉に含まれる膠の濃度にばらつきがでないようその都度

計量し制作した。胡粉塗りは塗厚による割れを防ぐため、薄く溶いたものを 5～

6 回重ねて塗布した。その際、膠の濃度は表層に近づくにつれ徐々に薄くなるよ

う調整した。胡粉塗布後は空研ぎのペーパーで表面を整えた。 



 

矢
大
臣
（
青
龍
と
雲
紋
） 

                      

台
座
（
虎
皮
） 

  

矢大臣の青龍と雲紋について、修復前（写真上）は簡素に描かれていたが、修復後

（写真下）は緻密な図案に書き換えた。 

台座は虎皮を敷いている表現がされていたが、修復前（写真右）が簡素な表現だ

ったため、修復後（写真左）は緻密な図案に書き換えた。 



 

平緒の彩色 

文様が本体同様簡略化されていたもの

だったため精密な図案に変更した。 

弓の修復 

弓の弦が切れていたため、ケブラー製の

千本弦を新しい弦として修復した。 

剣柄彩色 

古い彩色層を除去した後、前修復の

仕様と同様にカシューとアクリル絵

の具で塗り直しを行った。 

矢の修復 

矢は羽根部分を彩色、軸はカシュー塗りを施した。 

矢を収める際、脱落を防ぐため矢筒にホゾ穴を開け竹釘で固定した。 

２
７ 

持
物
等
修
復
お
よ
び
彩
色 

 

笄の新調 

笄の修復は文化財保護審議委員

からの助言に伴い、過去の作例

などを参考にして新調した。 



 

２
８ 

文
様
・
彩
色 

                      

          

            

            

          

雲文様彩色 

文様が簡略化されていたものだった

ため、精密な図案に変更した。 

絵具制作 

水干絵具を膠で溶き製作した。 

調色する際は混色の比率を g単位で計量

し記録した。 

開眼 

左大臣・矢大臣ともに黒単色の太い

線描きで彩色されていたが、より細

かく複数の色を加え彩色した。 

矢大臣袴の彩色 

黒金の市松文様に白色で文様を施さ

れていたが、左大臣に合わせ白金の

市松文様に黒色で文様を彩色した。 

袖の彩色 

文化財保護審議委員の助言に伴い袖の糸結びの彩色を新たに付け加えた。 



 

２
９ 

文
様
等
の
比
較
（
修
復
前
） 

                      

                       



 

３
０ 

文
様
等
の
比
較
（
修
復
後
） 

                      

                       



 

３
１ 

仕
上
げ 

                      

３
２ 

納
品
・
再
安
置 

            

          
 

文化財保護審議委員による完成直前の視察 

納品前の 8 月末に文化財保護審議委員 2 名により小塚工房へ視察を行い、状況の確

認を行った 

堀兼神社への再安置 

令和 6年 9月 28日に堀兼神社随

身門に二神像が再安置され、修

復作業が終了する。 
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